
 

令和８年度 職業訓練指導員の講習 (48  時間講習 )開催要領  

 

当協会では、職業訓練指導員免許の資格取得を希望する方に対して、職業訓練  

  指導員として、必要な指導方法に関する能力を付与するため、職業能力開発促進  

法施行規則に基づき、厚生労働大臣が指定する講習として、職業訓練指導員の講  

習を、次のとおり開催いたします。  

   是非この機会に、多数ご参加くださいますようご案内いたします。  

                 広島県職業能力開発協会   会  長  宮脇  克典  

 

 ■受講できる免許職種及び受講資格  

①  受講できる免許職種  …  別紙１の１２３職種  

②  受講資格       …  別紙２の受講資格一覧表のいずれかに該当する方  

※ 受 講 資 格 に つ い て は 広 島 県 商 工 労 働 局  職 業 能 力 開 発 課 に ご 確 認 く だ さ い  

（ T E L  0 8 2 - 5 1 3 - 3 4 3 1）  

な お 、 上 記 の 受 講 資 格 が あ っ て も 、 次 の ① か ら ③ ま で の い ず れ か に 該 当 す る

方 は 職 業 訓 練 指 導 員 免 許 を 取 得 す る こ と が で き ま せ ん 。  

①  心 身 の 故 障 に よ り 職 業 訓 練 指 導 員 の 業 務 を 適 正 に 行 う こ と が で き な い 者 と

し て 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 者  

②  拘 禁 刑 （ ※ ） 以 上 の 刑 に 処 せ ら れ た 者  
※ 刑 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 令 和 ４ 年 法 律 第 6 7 号 ） 第 ２ 条 の 規 定 に よ る 改 正 前

の 刑 法 （ 明 治 4 0 年 法 律 第 4 5 号 。 以 下 「 旧 刑 法 」 と い う 。 ） 第 1 2 条 に 規 定 す る 懲 役

及 び 旧 刑 法 第 1 3 条 に 規 定 す る 禁 錮 を 含 む  

③  職 業 訓 練 指 導 員 免 許 の 取 消 し を 受 け 、 当 該 取 消 し の 日 か ら 二 年 を

経 過 し な い 者  

 

 ■講習期間･場所及び受講定員  

期  間   令和９年１月 25 日（月）、 26（火）、 27（水）、 28（木）、 29（金）  

２月１日（月）  <６日間 >   

時  間   ９：００  ～  １７：００  （ただし、２月１日は１８：００まで）  

場  所   広島県情報プラザ  ２階  視聴覚研修室  （広島市中区千田町３－７－ 47）  

定  員   １５  人  

 ■講習教科･時間･内容  

教   科  講習時間  内       容  

職業訓練原理      ４  職業訓練の沿革、意義、目的  

教科指導方法     １６  訓練実施計画、指導の準備、教材の活用等  

安全衛生      ３  安全管理、安全の確保、衛生と作業管理等  

訓練生の心理      ７  訓練生の把握、特質の理解、技能の習得等  

生活指導      ６  生活指導の分野、方法等  

職業能力開発関係法規      ４  職業能力開発促進法、労働基準関係法等  

事例研究      ６  作業分解、指導案作成、指導記録等の事例研究  

（確認テスト）      ２   

 ■受講料 (消費税込み )   ２４ ,０００円（テキスト代を含む）  

■振込み銀行   広島銀行県庁支店  普通預金  NO.０５９１４６７  

口座名：広島県職業能力開発協会  



 

 ■申込み期限   令和９年１月８日（金）申込書必着  

※申込期限までに受講料をお振込みください。  

  ①受講申込書に必要事項をご記入の上、次の該当する提出書類を添えて当協会あてに  

郵送にてお送り下さい。後日受講票をお送りいたします。  

②受講料は、申込み期限までに、指定銀行にお振込み下さい。｢銀行振込受取書｣にて

｢領収書｣にかえさせていただきます。振込手数料は、受講者にてご負担願います｡ 

  ③受講料の請求書をご希望の場合は、受講申込書にご記入ください。  

  ④受講料は、納入後原則として返還しませんので、ご了承下さい。  

  ⑤当協会の都合等（受講者の申込状況）により、講習を中止させていただくことが  

ございますので、ご了承下さい。  

 

 ■提出書類  

    ア．受講申請書  

    イ．実務経験証明書（受講資格一覧表による受講番号１及び 17 は除く。）  

       なお、証明にあたっては、雇用主もしくは所属組合の長またはこれに準ずる  

        者が発行したものとする。  

    ウ．職業訓練指導員就任証明書（受講資格一覧表による受講番号 23 のみ）  

    エ．受講資格を証明する書類   

 
大学・  
高校等  訓練短大  訓練校  

１級・単一 
等級技能士 

卒業を証明する  

もの  

卒業証明書又は  

卒業証書（写）  
○     

履修した教科内  

容を示すもの  

成績証明書又は  

履修証明書  
○  ○    

技能照査合格証書（写）   ○  ○   

修了を証明する  

もの  

修了証明書又は  

修了証書（写）  
 ○  ○   

技能検定合格証書（写）     ○  

    

 ■修了証書  

   講習各科目を履修し、所定の講習を良好な成績で修了した方には、「職業訓練指  

  導員の講習修了証書」を交付いたします。また、講習修了者は、申請により、広島  

県知事から職業訓練指導員免許証が交付されます。  

 

 ■職業訓練指導員免許取得者の特典  

    ①技能検定の学科試験（相当する検定職種に係る１級、２級、３級又は単一等級）が  

免除されます。  

    ②免許取得後、１年以上の実務経験で１級の技能検定が受検できます。  

    ③労働安全衛生法に基づく資格を取得する場合に、当該職種について試験（講習）の  

全部又は一部が免除されます。  

 ■申込み・問い合わせ先  

広島県職業能力開発協会  担当  岡崎 ℡ (082)245-4020 FAX(082)245-4858 

〒730-0052 広島市中区千田町 3-7-47 広島県情報プラザ 5階   https://www.hirovada.or.jp 
 


